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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月7日(2018.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　部品が保持された部品供給テープを導入するための導入領域が本体部に設けられるとと
もに、前記部品供給テープの長手方向に後側送出部および前側送出部が前記本体部に設け
られ、前記導入領域を介して前記本体部に導入された前記部品供給テープを前記後側送出
部により前記前側送出部に送出し、さらに前記前側送出部により部品供給位置に送出して
前記部品を供給する部品供給装置であって、
　前記部品供給テープを支持しながら前記導入領域に挿入可能なテープ支持部と、
　前記部品供給テープのうち前記テープ支持部に支持される被支持部位の少なくとも一部
を前記テープ支持部に対して挟み込んで保持するクランプ機構と、を備え、
　前記クランプ機構により前記部品供給テープを保持した状態で前記テープ支持部が前記
導入領域に挿入されることで、前記部品供給テープが前記本体部に導入されることを特徴
とする部品供給装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　部品が保持された部品供給テープを本体部の導入領域を介して前記本体部に導入する導
入工程と、
　前記本体部に導入された前記部品供給テープを、前記本体部に設けられた後側送出部お
よび前側送出部により前記部品供給テープの長手方向に送出して前記部品を部品供給位置
で供給する供給工程と、を備え、
　前記供給工程は、前記後側送出部により前記前側送出部に送出し、さらに前記前側送出
部により部品供給位置に送出する工程であり、
　前記導入工程は、
　前記導入領域に挿入可能なテープ支持部により前記部品供給テープを支持するとともに
、前記部品供給テープのうち前記テープ支持部に支持される被支持部位の少なくとも一部
を前記テープ支持部とクランプ機構とで挟み込んで保持する工程と、
　前記クランプ機構により前記部品供給テープを保持した状態で前記テープ支持部を前記
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導入領域に挿入して前記部品供給テープを前記本体部に導入する工程と
を有することを特徴とする部品供給方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明の第１の態様は、部品が保持された部品供給テープを導入するための導入領域
が本体部に設けられるとともに、部品供給テープの長手方向に後側送出部および前側送出
部が本体部に設けられ、導入領域を介して本体部に導入された部品供給テープを後側送出
部により前側送出部に送出し、さらに前側送出部により部品供給位置に送出して部品を供
給する部品供給装置であって、部品供給テープを支持しながら導入領域に挿入可能なテー
プ支持部と、部品供給テープのうちテープ支持部に支持される被支持部位の少なくとも一
部をテープ支持部に対して挟み込んで保持するクランプ機構と、を備え、クランプ機構に
より部品供給テープを保持した状態でテープ支持部が導入領域に挿入されることで、部品
供給テープが本体部に導入されることを特徴としている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、この発明の第２の態様は、部品供給方法であって、部品が保持された部品供給テ
ープを本体部の導入領域を介して本体部に導入する導入工程と、本体部に導入された部品
供給テープを、本体部に設けられた後側送出部および前側送出部により部品供給テープの
長手方向に送出して部品を部品供給位置で供給する供給工程と、を備え、供給工程は、後
側送出部により前側送出部に送出し、さらに前側送出部により部品供給位置に送出する工
程であり、導入工程は、導入領域に挿入可能なテープ支持部により部品供給テープを支持
するとともに、部品供給テープのうちテープ支持部に支持される被支持部位の少なくとも
一部をテープ支持部とクランプ機構とで挟み込んで保持する工程と、クランプ機構により
部品供給テープを保持した状態でテープ支持部を導入領域に挿入して部品供給テープを本
体部に導入する工程とを有することを特徴としている。
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